
令和５年４月７日 

 

小・中学校の保護者の皆様へ 

 

鳴門市教育委員会教育総務課 

 

令和５年度学校給食費について（お知らせ） 

 

 日頃より、保護者の皆様には学校給食の運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、令和５年度学校給食費について、下記１のとおり定めましたのでお知らせいたします。 

なお、給食費口座振替（自動払込）については、下記２のとおり実施しますので、ご確認くださいますよ

うお願いいたします。ご不明な点等ございましたら、教育総務課までお問い合わせください。 

 

記 

 

１．今年度の学校給食費について（１食あたり）※毎月の納入額については別紙のとおり   

                                       

 

 

（単位：円） 

 

近年の食材料費や調理にかかる燃料費の上昇等により、栄養価を保ちつつ給食費額を維持することが厳し

くなってきています。そのため、今後さらに食材料費等が上昇することがあれば、年度途中でもやむを得ず

給食費の値上げを行う場合があります。予めご了承ください。 

 

２．給食費口座振替（自動払込）について 

① 口座振替（自動払込）期日は別紙のとおりです。 

※前日までに通帳残高をご確認いただき、振替不能がないようにお願いします。 

② 口座振替（自動払込）の状況は利用の通帳の記帳額で、振替金額の確認をお願いします。 

口座振替は、児童生徒１人あたり 1件として実施します。 

③ 口座振替（自動払込）が不能の場合は、ご自宅に納入通知書を送付しますので、指定金融機関より期

限までに納入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ）鳴門市教育委員会教育総務課 電話 088-686-8801 

  

児童・生徒 令和５年度 令和４年度 

牛乳 牛乳以外 合計 牛乳 牛乳以外 合計 

小学校 61 234 295 55 240 295 

中学校 61 254 315 55 260  315 

給食費の口座振替(自動払込)手続きはお済みですか 
小・中学校の給食費は市会計への直接納入になります。口座振替を原則としていますので、まだ手

続きを済ませていない保護者様におかれましては、4月２８日（金）までに、金融機関窓口にて手

続きをお願いします。口座振替手数料は市が負担しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、口座振替依頼用紙（３連複写）は、各学校・市教育委員会教育総務課・各金融機関窓口(鳴門

市内及び周辺)にございます。 



令和５年度　鳴門市学校給食費納入額

１．すべての給食を喫食する場合 （単位：円）

納期(名目） 1期(4月分) 2期(5月分) 3期(6月分) 4期(7月分) 5期(8・9月分) 6期(10月分) 7期(11月分) 8期(12月分) 9期(1月分) 10期(2月分) 11期(3月分) 給食費

R5年度振替日 5月31日 6月30日 7月31日 10月2日 10月31日 11月30日 1月4日 1月31日 2月29日 4月1日 4月30日 年額

小(1～5年生） 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 4,525 57,525

小(6年生） 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 4,050 56,050

中（1,2年生） 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,425 61,425

中（3年生） 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 4,590 58,590

２．牛乳のみ喫食しない場合 （単位：円）

納期(名目） 1期(4月分) 2期(5月分) 3期(6月分) 4期(7月分) 5期(8・9月分) 6期(10月分) 7期(11月分) 8期(12月分) 9期(1月分) 10期(2月分) 11期(3月分) 給食費

R5年度振替日 5月31日 6月30日 7月31日 10月2日 10月31日 11月30日 1月4日 1月31日 2月29日 4月1日 4月30日 年額

小(1～5年生） 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 3,630 45,630

小(6年生） 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 3,460 44,460

中（1,2年生） 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,530 49,530

中（3年生） 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,244 47,244

３．牛乳のみ喫食する場合 （単位：円）

納期(名目） 1期(4月分) 2期(5月分) 3期(6月分) 4期(7月分) 5期(8・9月分) 6期(10月分) 7期(11月分) 8期(12月分) 9期(1月分) 10期(2月分) 11期(3月分) 給食費

R5年度振替日 5月31日 6月30日 7月31日 10月2日 10月31日 11月30日 1月4日 1月31日 2月29日 4月1日 4月30日 年額

小(1～5年生） 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 895 11,895

小(6年生） 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 890 11,590

中（1,2年生） 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 895 11,895

中（3年生） 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 846 11,346

※第１１期は、鳴門市学校給食費徴収要綱第３条の規定に基づき減免した額を減額した額となりますので、
　納入額が変わる可能性がありますのでご了承ください。

 


